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都道府県労働局長が、パートタイム労働者と事業主との間のトラブルを公正・中立な立場から、
当事者双方の意見を十分に聴取し、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策の提示

（助言・指導・勧告）をすることにより紛争の解決を図る制度です。

都道府県労働局長の援助とは？

都道府県労働局長による紛争解決の援助
《パートタイム労働法に基づく》

1 援助対象者

2 援助の対象となる紛争

3 援助の対象とならない紛争

　紛争の当事者であるパートタイム労働者及び事業主の方
　※労働組合、使用者団体等紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。

　 
　下記に関するパートタイム労働者と事業主との間の紛争

●労働条件の文書交付等
●待遇の差別的取扱い禁止
●職務の遂行に必要な教育訓練
●福利厚生施設の利用の機会の配慮
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●待遇の決定についての説明

　●労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争等
　★次のような場合にも、原則として援助の対象とはなりません。

・援助対象事項からの逸脱がある場合
・申立てに係る紛争に関し、確定判決が出されている場合
・申立てに係る紛争が既に司法的救済又は局長の援助以外の行政的救済に係属している場合
・申立てに係る紛争が集団的な労使紛争にからんだものである場合
・申立てに係る紛争に関し、調停に係属し、既に調停案受諾勧告が行われ、当事者双方が調停

案を受諾した、又は打ち切られた場合
・事業主の措置が行われた日、又は措置の内容が終了した日から １ 年以上経過している場合
など
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援助の実施

打ち切り解　決

●「紛争の当事者」（パートタイム労働者又は事業主）からの援助の申立てに
より手続きを開始

●来局の他、文書（連絡先記載）又は電話での申立ても可能（申立書等の文書
は必要ありません）

●申立者、被申立者に対する事情聴取
●第三者に対する事情聴取
　（紛争の内容等の把握に必要な場合で、申立者及び被申立者の了承を得た
　場合に実施）
●問題の解決に必要な援助（助言・指導・勧告）の実施

●当事者双方による援助の内容の受
け入れ

①本人の死亡、法人の消滅等があっ
た場合

②申立てが取り下げられた場合
③被申立者が事情聴取に応じない場

合等、援助を継続することが適当
でない場合

④対立が著しく強く、歩み寄りが困
難である場合

など

※必要に応じ一定の場合に調停申請
（P25、26）が可能です。
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都道府県労働局長による紛争解決の援助手続きの流れ
《パートタイム労働法に基づく》
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1 調停対象者

2 調停の対象となる紛争

3 調停の対象とならない紛争

　紛争の当事者であるパートタイム労働者及び事業主の方
　※労働組合、使用者団体等紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。

　 

　下記に関するパートタイム労働者と事業主との間の紛争
●労働条件の文書交付等
●待遇の差別的取扱い禁止
●職務の遂行に必要な教育訓練
●福利厚生施設の利用の機会の配慮
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●待遇の決定についての説明

　●労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争等
★次のような場合には、紛争の解決のために必要があると認められず、原則として調停は開始

されません。
◦申請に係る紛争に関し、確定判決が出されている場合
・申請に係る紛争が既に司法的救済又は調停以外の行政的救済に係属している場合（関係当

事者双方が調停を優先させる意向がある場合を除く）
・申請に係る紛争が集団的な労使紛争にからんだものである場合
・事業主の措置が行われた日、又は措置の内容が終了した日から １ 年以上経過している場合
など

調停委員が、当事者であるパートタイム労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法
として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制
度です。
調停は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士等の労働問題の専門家が
援助の主体となり、高い公平性、中立性、的確性が期待できます。

均衡待遇調停会議による調停とは？

調停案について当事者双方に成立した合意は
民法上の和解契約となり、当事者の一方が義
務を履行しない場合は他方当事者は債務不履
行として訴えることができます。

時効の成立を心配せずに司法救済前に調停を
利用できるよう、調停が打ち切られた場合、
一定期間内に訴えを提起したときは、時効が
調停の申請時に遡って中断されます。

合意の
効　力

時効の
中　断

均衡待遇調停会議による調停
《パートタイム労働法に基づく》
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解　決

●当事者双方が調停案を受諾
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調停の申請

●調停申請書（P29）を都道府県労働局雇用均等室へ提出
　ホームページからのダウンロード、電子申請も可能です

調停申請書の受理

●管轄違い、調停対象事項からの逸脱等がある場合は受理されません

調停開始の決定

●調停を開始する必要がないと判断された場合には調停は開始されません

均衡待遇調停会議の開催（非公開）

●関係当事者からの事情聴取
●関係労使を代表する者からの意見聴取
　（関係当事者からの申立てに基づき、必要があると認めるとき）
●同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人からの意見聴取
　（必要があると認めたとき）
●調停案の作成
●調停案の受諾勧告
※補佐人の同行、代理人の意見陳述を希望する場合は、事前に許可申請が必要です

打ち切り

①本人の死亡、法人の消滅等があっ
た場合

② 当事者間で和解が成立した場合
③ 調停が取り下げられた場合
④ 被申請者が調停への参加を拒否

した場合
⑤ 対立が著しく強く、歩み寄りが困

難である場合
⑥ 調停案を受諾しない場合
など

均衡待遇調停会議による調停手続きの流れ
《パートタイム労働法に基づく》パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
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〈概要〉
　申立者が勤務する事業所では、正社員への転換については就業規則に規定されているものの、要件
があいまいであるため、実際は転換ができない状況になっているとして、実効性のある転換推進措置
を求める紛争解決援助の申立てを行った。

〈パートタイム労働者の主張〉
　就業規則の転換規定は、正社員への転換要件が「正社員としての能力を有する者」というあいまいな
ものであるため、事業主によって恣意的な運用をされており、これまでパートタイム労働者から正社
員へ転換した者がいない。これでは転換推進措置を講じているとはいえないため、実効性のある転換
推進措置を講じることを求める。

〈事業主の主張〉
　会社では転換制度を設けている以上、パート法上なんら問題がない。

〈結果〉
　雇用均等室は、規定を設けていても正社員に転換するかどうかを事業主が恣意的に決めるという
ことであれば、転換推進措置を講じているとはいえず、転換制度を設ける場合は転換要件を客観的
なものとし、公平・公正な制度とする必要があることを指摘。その結果、転換試験を行い、その結果
をもとに正社員に登用するという新しい転換制度が導入されることになり、双方が納得し、援助は
終了した。

〈概要〉
　申請者は、正社員と同視すべき状態であるにも関わらず、正社員と比べ賃金に著しい差があるとし
て、賃金の差額分を請求する調停申請を行った。

〈パートタイム労働者の主張〉
◦正社員とパートタイム労働者は、職務の内容、人材活用の仕組み・運用が同じであり、契約期間の定

めはない。
・改正パートタイム労働法が施行されて以降、１ 年分の賃金差額の支払いを求める。

〈事業主の主張〉
◦正社員とパートタイム労働者では職務の内容が異なっている。
・現在支払っている賃金は労働契約で双方合意したものであり、問題がない。

〈結果〉
　調停委員は、申請者について正社員と同視すべき状態であると判断したが、その状態の始期につい
ては、申請者が主張する１年前ではなく半年前であると判断し、半年間の賃金差額について支払うよ
う調停案の受諾を勧告。双方が受諾し、調停は終了した。

事例 1　正社員への転換制度について紛争がおきた例

事例 2　差別的取扱いについて紛争がおきた例

都道府県労働局長による紛争解決援助事例
《パートタイム労働法に基づく》

均衡待遇調停会議による調停事例
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【パートタイム労働法に基づく調停】記載例

関
係
当
事
者

短時間　　氏　名
労働者
　　　　　住　所

○　田　○　子

（〒＊＊＊ - ＊＊＊＊）東京都○○区○ - ○ - ○

　　　　　　　　　　　　　電話　　03（＊＊＊＊）＊＊＊＊

事業主　　氏　名
　　　　　又は名称
　　　　　住　所

△　△　株式会社
　 代表取締役　××　×夫

（〒※※※ - ※※※※）東京都◇◇区◇ - ◇ - ◇

　　　　　　　　　　　　　電話　　03（※※※※）※※※※

調停を求める事項
及びその理由

契約期間の定めはなく、同僚の正社員□□□□と、職務の内
容が同じであり、どちらも転勤がないにもかかわらず、正社
員には支給される賞与、退職金が支給されず、賃金も著しく
低い等、法第８条で禁止している差別的取扱いがあるので、
速やかに、正社員と同じ待遇としてほしい。（詳細別紙）

紛争の経過

平成 20 年○月○日に入社をして以来、所定労働時間は短
いものの、正社員と全く同じ仕事をしてきたが、賃金額等に
おいて差別的取扱いを受けてきたため、○月○日以降、数回
に渡り、人事課長に対し、パートタイム労働法で禁止されて
いる差別的取扱いである旨、苦情を申し立ててきたが、正
社員とパートでは仕事が異なるとの返答を繰り返すのみで
あった。（詳細別紙）
※様式で足りない場合は別紙を添付することも可能です。

その他参考となる事項
訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していな
い。会社には労働組合はあるが、パートタイム労働者は加入
できない。

調　停　申　請　書

　平成　○年　○月　○日

　　　　　　　　申請者　　　氏名又は名称　　　　　○　田　○　子　　　

　○○労働局長　　　殿

申請用紙は、P29 の様式を切り取り、又はコピーをしてお使いください。
厚生労働省ホームページからダウンロードもできます。（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html）
また、電子政府の総合窓口より、電子申請を行うこともできます。（http://www.e-gov.go.jp/）

パ
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関
係
当
事
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短時間　　氏　名
労働者
　　　　　住　所 （〒　　－　　　）

　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　）

事業主　　氏　名
　　　　　又は名称
　　　　　住　所 （〒　　－　　　）

　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　）

調停を求める事項
及びその理由

紛争の経過

その他参考となる事項

調　停　申　請　書

　　年　　月　　日

　　　　　　　　申請者　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　

　　　労働局長　　　殿

〈
　
キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
〉



30

⑴　調停の申請は、調停申請書に必要事項を記入の上、紛争の当事者である短時間労働者に係る事業所の

所在地を管轄する都道府県労働局長（雇用均等室経由）あて提出してください。

申請書の提出は原則として申請者本人が来局して行うことが望ましいものですが、郵送、電子申請等

による提出でも受け付けます。

なお、申請書の提出が来局して行われなかった場合は、申請者本人に来局を求め、事実確認を行うこと

があります。

⑵　申請書に記載すべき内容及び注意事項は、次のとおりです。

①短時間労働者の氏名、住所等

　　当該調停の申請に係る短時間労働者の氏名、住所等を記載すること。

　　なお、複数の短時間労働者が事業主の同一の措置について申請を行う場合は、１葉の申請書の本欄

に連名で記載すれば足りるものであること。

②事業主の氏名、住所等

　　当該調停に係る紛争の関係当事者である短時間労働者に係る事業所の名称、住所、代表者の職・氏名

等を記載するものであり、必ずしも当該企業の本店、本社所在地とは限らないこと。

③調停を求める事項及びその理由

　　調停を求める事項については、紛争の解決のため希望する措置を、その理由については、紛争の原因

となった事業主の措置（不作為を含む）が法的に問題であると争われている点を正確に記載すること

（様式で足りない場合は別紙を添付することも可）。

　　なお、１人の短時間労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合又、事業主が１人の短時

間労働者に対し複数の措置について申請を行う場合は、１葉の申請書の本欄に併記すれば足りるもの

であること。

④紛争の経過

　　紛争に関する措置の内容によって、紛争にかかる経緯（時系列）、被申請者に対して苦情を述べた時

期及び企業内苦情処理機関等での取扱い状況等について詳しく記載すること（様式で足りない場合は

別紙を添付することも可）。

⑤その他参考となる事項

　　当該紛争について確定判決が出されているか否か、訴訟手続又は調停以外の裁判外紛争処理手続が

進行しているか否か、当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か、

又、企業の雇用管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。

⑥申請者の記名

　　双方申請の場合は双方の、一方申請の場合は一方の関係当事者の記名押印を行うこと。ただし、短時

間労働者が申請を行う場合は自筆による署名でもかまわないこと。

⑶　事業主は、短時間労働者が調停申請をしたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他

不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

調停申請書記載要領（パートタイム労働法）
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●苦情の自主的解決（第 19 条）

●労働局長による紛争解決の援助（助言、指導、勧告）
第 21 条（紛争の解決の援助）　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者

の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要
な助言、指導又は勧告をすることができる。

2（不利益取扱いの禁止）　事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短
時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

●均衡待遇調停会議による調停
第 22 条（調停の委任）　都道府県労働局長は、第 20 条に規定する紛争について、当該紛争の当事者

の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認め
るときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会に調停を
行わせるものとする。

2（不利益取扱いの禁止）　前条第 2 項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第 23 条において準用する均等法第 19 条（調停）　前条第 1 項の規定に基づく調停（以下この節に

おいて「調停」という。）は、3 人の調停委員が行う。
第 23 条において準用する均等法第 20 条第 1 項（関係当事者の意見聴取）　委員会は、調停のため

必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その
他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第 23 条において準用する均等法第 21 条　委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要がある
と認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事
業主団体が指名する関係労動者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意
見を聴くものとする。

第 23 条において準用する均等法第 22 条（調停案の作成・受諾勧告）　委員会は、調停案を作成し、
関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第 23 条において準用する均等法第 23 条（調停の打ち切り）　委員会は、調停に係る紛争について調
停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2　委員会は、前項の規定により調停を打ち切ったときは、その旨を関係当事者に通知しなければな
らない。

第 23 条において準用する均等法第 24 条（時効の中断）
第 23 条において準用する均等法第 25 条（訴訟手続の中止）
第 23 条において準用する均等法第 26 条（資料提供の要求等）
第 24 条（厚生労働省令への委任）

※第21条の「前条に規定する紛争」及び第22条の「第20条に規定する紛争」とは、次の事項に関する紛争です。
●労働条件に関する文書の交付等
●待遇の差別的取扱い禁止
●職務の遂行に必要な教育訓練
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●待遇の決定についての説明

紛争解決の援助及び調停にかかるパートタイム労働法のポイント（条文）



電話番号 FAX 番号 郵便番号 所　　　　　在　　　　　地
北海道 011-709-2715 011-709-8786 060-8566 札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1 番 1 号　札幌第 1 合同庁舎
青　森 017-734-4211 017-777-7696 030-8558 青森市新町 2 丁目 4 番 25 号　青森合同庁舎
岩　手 019-604-3010 019-604-1535 020-0023 盛岡市内丸 7 番 25 号　盛岡合同庁舎 1 号館 
宮　城 022-299-8844 022-299-8845 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町 1 番地　仙台第 4 合同庁舎
秋　田 018-862-6684 018-862-4300 010-0951 秋田市山王 7 丁目 1 番 3 号　秋田合同庁舎
山　形 023-624-8228 023-624-8246 990-8567 山形市香澄町 3 丁目 2 番 1 号　山交ビル 3 階
福　島 024-536-4609 024-536-4658 960-8021 福島市霞町 1 番 46 号　福島合同庁舎
茨　城 029-224-6288 029-224-6265 310-8511 水戸市宮町 1 丁目 8 − 31
栃　木 028-633-2795 028-637-5998 320-0845 宇都宮市明保野町 1 番 4 号　宇都宮第 2 地方合同庁舎
群　馬 027-210-5009 027-210-5104 371-8567 前橋市大渡町 1 丁目 10 番 7 号　群馬県公社総合ビル
埼　玉 048-600-6210 048-600-6230 330-6016 さいたま市中央区新都心 11 − 2 ランド ･ アクシス･タワー 16 階
千　葉 043-221-2307 043-221-2308 260-8612 千葉市中央区中央 4 丁目 11 番 1 号　千葉第 2 地方合同庁舎 
東　京 03-3512-1611 03-3512-1555 102-8305 千代田区九段南 1 − 2 − 1　九段第 3 合同庁舎 14 階
神奈川 045-211-7380 045-211-7381 231-8434 横浜市中区北仲通 5 丁目 57 番地　横浜第 2 合同庁舎 13 階
新　潟 025-234-5928 025-265-6420 951-8588 新潟市中央区川岸町 1 丁目 56 番地
富　山 076-432-2740 076-432-3959 930-8509 富山市神通本町 1 丁目 5 番 5 号
石　川 076-265-4429 076-221-3087 920-0024 金沢市西念 3 丁目 4 番 1 号　金沢駅西合同庁舎
福　井 0776-22-3947 0776-22-4920 910-8559 福井市春山 1 丁目 1 番 54 号　福井春山合同庁舎
山　梨 055-225-2859 055-225-2787 400-8577 甲府市丸の内 1 丁目 1 番 11 号
長　野 026-227-0125 026-227-0126 380-8572 長野市中御所 1 丁目 22 番 1 号
岐　阜 058-263-1220 058-263-1707 500-8842 岐阜市金町 4 丁目 30 番地　明治安田生命岐阜金町ビル 3 階
静　岡 054-252-5310 054-252-8216 420-8639 静岡市葵区追手町 9 番 50 号　静岡地方合同庁舎 5 階
愛　知 052-219-5509 052-220-0573 460-0008 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号　名古屋広小路ビルヂング
三　重 059-226-2318 059-228-2785 514-8524 津市島崎町 327 番 2 号　津第 2 地方合同庁舎
滋　賀 077-523-1190 077-527-3277 520-0051 大津市梅林 1 丁目 3 番 10 号　滋賀ビル
京　都 075-241-0504 075-241-0493 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451

大　阪 06-6941-8940 06-6946-6465 540-8527 大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 67 号　大阪合同庁舎第 2 号館

兵　庫 078-367-0820 078-367-3854 650-0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 1 番 3 号　神戸クリスタルタワー 15 階
奈　良 0742-32-0210 0742-32-0214 630-8570 奈良市法蓮町 387 番地　奈良第 3 地方合同庁舎
和歌山 073-488-1170 073-475-0114 640-8581 和歌山市黒田 2 丁目 3 番 3 号　和歌山労働総合庁舎 4 階
鳥　取 0857-29-1709 0857-29-4142 680-8522 鳥取市富安 2 丁目 89 番 9 号
島　根 0852-31-1161 0852-31-1505 690-0841 松江市向島町 134 番 10 号　松江地方合同庁舎 5 階
岡　山 086-224-7639 086-224-7693 700-8611 岡山市北区下石井 1 丁目 4 番 1 号　岡山第 2 合同庁舎
広　島 082-221-9247 082-221-2356 730-8538 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号　広島合同庁舎第 2 号館
山　口 083-995-0390 083-995-0389 753-8510 山口市中河原町 6 番 16 号　山口地方合同庁舎 1 号館
徳　島 088-652-2718 088-652-2751 770-0851 徳島市徳島町城内 6 番地 6　徳島地方合同庁舎 4 階
香　川 087-811-8924 087-811-8935 760-0019 高松市サンポート3 番 33 号　高松サンポート合同庁舎 3 階
愛　媛 089-935-5222 089-935-5223 790-8538 松山市若草町 4 番 3 号　松山若草合同庁舎
高　知  088-885-6041 088-885-6042 780-8548 高知市南金田 1 番 39 号
福　岡 092-411-4894 092-411-4895 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11 番 1 号　福岡合同庁舎新館
佐　賀 0952-32-7218 0952-32-7224 840-0801 佐賀市駅前中央 3 丁目 3 番 20 号　佐賀第 2 合同庁舎
長　崎 095-801-0050 095-801-0051 850-0033 長崎市万才町 7 番 1 号　住友生命長崎ビル 6 階
熊　本 096-352-3865  096-352-3876 860-0008 熊本市二の丸 1 番 2 号　熊本合同庁舎
大　分 097-532-4025 097-537-1240 870-0037 大分市東春日町 17 番 20 号　大分第 2ソフィアプラザビル 6 階
宮　崎 0985-38-8827 0985-38-8831 880-0805 宮崎市橘通東 3 丁目 1 番 22 号　宮崎合同庁舎
鹿児島 099-222-8446 099-222-8459 892-0847 鹿児島市西千石町 1 番 1 号　鹿児島西千石第一生命ビル
沖　縄 098-868-4380 098-869-7914 900-0006 那覇市おもろまち 2 丁目 1 番 1 号　那覇第 2 地方合同庁舎（1 号館）3 階

都道府県労働局雇用均等室へ

平成 22 年 1 月作成　パンフレット No.2

 厚生労働省のホームページでは、メールによるご質問も受け付けています。

https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

紛争解決援助制度の
お問い合わせ・申請は

［受付時間：8 時 30 分〜 17 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く）］




